
法人が土地と建物を 

一括取得した場合の取得価額 

はじめに 

 土地と建物を一括取得した場合、土地と建物の

取得価額の区分が明確でないことが多々ありま

す。そうした場合、合理的な根拠をもって区分を

明確にしなければ消費税や減価償却の額に大き

く影響を及ぼしてしまいます。 

 売買契約書に土地と建物の取得価額が明示さ

れていない場合や売買契約書に土地と建物の取

得価額が明示されているけれどもどうみても合

理的な区分と言えない場合にこのような問題が

生じてしまいます。 

 では、どのようにすれば取得価額を区分する合

理的な根拠を導き出せるのでしょうか。 

 

基本的な考え方 

 法人税法上、購入した減価償却資産の取得価額

は購入対価に、引取運賃や手数料等の購入のため

に直接要した費用を加えます。 

 この場合の購入の対価とは、原則として実際の

取引で合意・成立した価額であり、不特定多数の

当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成

立するであろうと認められる価額（時価）である

はずです。 

しかし、実際には諸事情により必ずしもこのよう

な客観的な時価と一致する訳ではありません。 

 このような場合には、例えば、土地については

路線価を基礎に公示価格に引き直したものを算

出し、全体の購入対価からその土地の価格を引い

た価格を建物の取得価額とする方法が合理的で

す。 

 

法人税法上妥当な処理 

①固定資産税評価額の割合による区分 

 土地と建物の固定資産税評価額の割合によっ

て売買価額の総額を土地と建物に按分する方法

です。一定の合理性があり算出方法も手軽なので

おすすめです。 

②鑑定価額の割合による区分 

 土地と建物につき不動産鑑定士による鑑定を

行い、その鑑定価額の割合で按分する方法です。 

 デメリットとして費用がかかる点が挙げられ

ます。 

 

おわりに 

 法人が土地と建物を一括取得するケースは、実

務上結構あります。取得価額の区分が明確でない

と適正な申告が出来なくなります。 

 土地・建物を購入されて際には、必ず専門家に

ご相談することをおすすめいたします。 
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